
ＪＰＣＥＲＴ／ＣＣとのパートナーシップによる 

サイバー攻撃等への対応 

 

 資料５ ＪＰＣＥＲＴ／ＣＣとのパートナーシップによる 

サイバー攻撃等への対応 

 

資料５ 



【 根 拠 】 「サイバーセキュリティ基本法」（平成26年法律第104号）に基づく、サイバーセキュリティに関する事象発生時に国内外の関係
者との連絡調整を行う関係機関代表者への協力要請等

【 内 容 】 ２０１５年２月に、情報共有等に関するパートナーシップを締結。同パートナーシップに基づき、同年４月以降ＪＰＣＥＲＴ／
ＣＣからのリエゾンを設置し、緊密な情報共有等を実施。

ＮＩＳＣでは、ＪＰＣＥＲＴ／ＣＣと締結したパートナーシップ（第１回戦略本部において報告）を活用し、ＮＩＳＣにリエゾンを設置

するとともに、政府機関、外郭団体、重要インフラ事業者等へのサイバー攻撃等に対応している。

ＪＰＣＥＲＴ／ＣＣとのパートナーシップによるサイバー攻撃等への対応

１ 一般社団法人ＪＰＣＥＲＴコーディネーションセンター（JPCERT/CC）とのパートナーシップの概要

２ パートナーシップを活用したサイバー攻撃等への対応例
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